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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月3日(2015.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚組織の制御された凍結のための皮膚処置装置であって、
　前記皮膚処置装置の取り扱い及び位置決定を容易にするように構成されたハンドルと、
　皮膚組織の表面に接触するように構成された、非侵襲冷却接触表面を有する冷却プレー
トと、
　前記冷却プレートと熱的に連通し、前記冷却接触表面を－５から－２０℃の温度に冷却
して、前記皮膚の表面と前記冷却接触表面との接触が２分未満で、前記皮膚組織の凍結を
局所的に制御するように、前記皮膚組織から制御された熱除去を提供するように構成され
た冷却構成部と、を含む、皮膚処置装置。
【請求項２】
　前記冷却接触表面と前記皮膚組織の前記表面との間の接触の間に、前記皮膚組織の局所
的な凍結の開始を検出するように構成された凍結検出センサをさらに含む、請求項１に記
載の皮膚処置装置。 
【請求項３】
　前記凍結検出センサが、少なくとも１つの光学センサ、温度センサ、電気的インピーダ
ンスセンサ、または機械的センサを含む、請求項２に記載の皮膚処置装置。
【請求項４】
　前記皮膚組織の前記局所的な凍結の開始からの経過時間を監視するように構成されたタ
イミング構成部をさらに含む、請求項２に記載の皮膚処置装置。
【請求項５】
　前記タイミング構成部が、（１）組織の前記局所的な凍結の開始、及び（２）前記冷却
接触表面をいつ前記皮膚組織の表面から除去すべきか、の少なくとも１つを示す警告を出
力するように構成された、請求項４に記載の皮膚処置装置。
【請求項６】
　前記冷却構成部及び前記凍結検出センサと通信するフィードバックシステムをさらに含
み、前記フィードバックシステムが、局所的に凍結された前記皮膚組織の過剰な冷却を防
ぐために、前記皮膚組織の局所的な凍結の開始の検出に基づいて、前記冷却構成部にフィ
ードバック信号を発生するように構成された、請求項２に記載の皮膚処置装置。 
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【請求項７】
　処置時間経過後に、前記皮膚組織を温めるように構成された加熱構成部をさらに含む、
請求項１に記載の皮膚処置装置。
【請求項８】
　前記皮膚処置装置が、皮膚の色素沈着減少処置装置を含み、前記皮膚処置装置のパラメ
ータが、前記皮膚組織の局所的に制御された凍結及び前記皮膚組織の色素沈着減少反応を
提供するように構成された、請求項１に記載の皮膚処置装置。
【請求項９】
　前記冷却構成部がペルチェ装置を含む、請求項１に記載の皮膚処置装置。
【請求項１０】
　処置の間に、前記ペルチェ装置に提供される電力を変更するように構成された熱制御構
成部をさらに含む、請求項９に記載の皮膚処置装置。
【請求項１１】
　温度センサをさらに含み、前記熱制御構成部が、前記温度センサによって提供される信
号に基づいて前記ペルチェ装置に提供される電力を減少させまたは増加させるように構成
された、請求項１０に記載の皮膚処置装置。
【請求項１２】
　前記熱制御構成部が前記温度センサによって提供された信号に基づいて前記ペルチェ装
置の電源をオフにするように構成された、請求項１１に記載の皮膚処置装置。
【請求項１３】
　温度センサをさらに含み、前記熱制御構成部が、前記温度センサによって提供される信
号に基づいて前記ペルチェ装置に提供される電力のデューティサイクルパラメータを変更
するように構成された、請求項１０に記載の皮膚処置装置。
【請求項１４】
　前記冷却接触表面の幅が２０ｃｍ未満である、請求項１に記載の皮膚処置装置。
【請求項１５】
　前記冷却接触表面の幅が３ｃｍより大きい、請求項１４に記載の皮膚処置装置。
【請求項１６】
　前記冷却接触表面が、前記皮膚組織の熱拡散率よりも少なくとも１０倍大きな熱拡散率
を有する材料を含む、請求項１に記載の皮膚処置装置。
【請求項１７】
　前記皮膚処置装置が、皮膚の損傷を防止しつつ、前記皮膚組織の局所的に制御された凍
結を提供するように構成された、請求項１に記載の皮膚処置装置。
【請求項１８】
　前記皮膚処置装置が、前記皮膚組織を、少なくとも前記皮膚組織の基底部の深さまで凍
結する、前記皮膚組織の局所的に制御された凍結を提供するように構成された、請求項１
に記載の皮膚処置装置。
【請求項１９】
　前記皮膚処置装置が、前記皮膚組織を、少なくとも前記皮膚組織の真皮・上皮接合部の
深さまで凍結する、前記皮膚組織の局所的に制御された凍結を提供するように構成された
、請求項１８に記載の皮膚処置装置。
【請求項２０】
　前記冷却接触表面が直線状の縁を有する、請求項１に記載の皮膚処置装置。
【請求項２１】
　前記冷却接触表面が、凸面または凹面を含む、請求項１に記載の皮膚処置装置。
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